
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
昔
」

八
一

一
．
は
じ
め
に

『
日
本
霊
異
記
』（
以
下
『
霊
異
記
』）
は
、
平
安
初
期
に
成
立
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
、
日
本
で
最
初
の
仏
教
説
話
集
で
あ
る
。
こ
の
『
霊
異
記
』
の
説

話
配
列
は
、
ほ
ぼ
時
代
順
配
列
の
法
則
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
『
霊
異

記
』
説
話
の
大
半
は
、
天
皇
名
を
記
載
す
る
こ
と
で
説
話
の
時
代
を
表
す
。
小

泉
道
氏
は
『
霊
異
記
』
の
〈
時
〉
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
（
１
）。

さ
て
、
日
本
霊
異
記
の
説
話
一
一
六
縁
に
お
け
る
〈
時
〉
に
関
す
る
記

述
を
み
る
と
、
説
話
単
位
で
は
、
年
時
（
年
な
い
し
年
月
日
）
を
記
す
も

の
が
四
〇
縁
以
上
、
聖
代
（「
○
○
天
皇
代
」）
だ
け
の
も
の
が
約
五
〇
縁

あ
り
、
そ
れ
ら
の
な
い
も
の
と
「
昔
」
だ
け
の
も
の
計
約
二
〇
縁
を
は
る

か
に
上
回
る
。
な
お
、
年
月
日
ま
で
記
す
延
べ
数
は
約
四
〇
例
で
あ
る
。

右
の
数
値
を
他
の
説
話
関
係
作
品
に
照
し
て
み
る
と
、『
風
土
記
』（
五
風

土
記
と
主
た
る
逸
文
）
で
は
、
年
月
日
を
完
全
に
記
す
記
事
は
、『
出
雲

国
風
土
記
』
意
宇
郡
安
来
郷
条
で
語
臣
猪
麻
呂
の
女
が
ワ
ニ
に
食
わ
れ
た

一
件
の
み
で
あ
る
。
他
は
聖
代
を
含
む
年
ど
ま
り
が
延
べ
約
一
〇
例
ほ
ど

で
、
や
は
り
「
古
老
曰
」
等
の
形
式
を
と
り
「
昔
」
の
伝
承
を
記
す
記
事

が
目
立
ち
、〈
所
〉
を
重
視
す
る
姿
勢
が
看
取
さ
れ
る
。
一
方
日
本
霊
異

記
か
ら
多
数
の
説
話
を
享
受
す
る
『
三
宝
絵
詞
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
の

各
当
該
条
に
つ
い
て
み
て
も
、
全
般
に
〈
時
〉
の
記
述
が
稀
薄
に
な
っ
て

い
る
。
以
上
に
よ
っ
て
も
、
日
本
霊
異
記
の
説
話
は
と
り
わ
け
〈
時
〉
の

記
述
に
意
を
用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

傍
線
部
の
小
泉
氏
の
指
摘
は
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
一

方
で
、
氏
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
所
々
に
時
代
不
明
の
説
話
が
挿
入
さ
れ

て
い
た
り
、
時
代
の
配
列
が
前
後
し
て
い
た
り
す
る
箇
所
が
み
ら
れ
る
こ
と
も

確
か
で
あ
る
。
具
体
的
な
例
を
提
示
す
れ
ば
、「
昔
」
を
使
っ
て
時
代
を
示
す

説
話
は
六
例
、
時
代
が
不
明
確
な
説
話
は
十
六
例
（
う
ち
、
五
例
は
史
書
等
に

よ
っ
て
時
代
が
推
測
で
き
る
）、
飛
鳥
・
藤
原
京
な
ど
、
漠
然
と
し
た
時
代
の

『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
昔
」
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八
二

み
示
さ
れ
て
い
る
説
話
は
、
四
例
あ
る
（
２
）。
つ
ま
り
、
一
一
六
の
説
話
の
う
ち
、

二
十
六
の
説
話
が
明
確
に
時
代
提
示
を
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
時
代
順
配
列
、
お
よ
び
そ
の
「
不
完
全
さ
」
に
何
か
意
味
が
あ
る
の
か
は
、

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
で
も
、
天
皇
名
の
代
わ
り
に
「
昔
」
と
い
う
語
を
呈

示
す
る
こ
と
で
時
代
を
表
す
説
話
は
、
上
巻
に
集
中
し
て
お
り
、
こ
れ
は
注
目

す
べ
き
点
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
昔
」
と
い
う
語
は
、
説
話
冒
頭
で
時
代
を

示
す
以
外
に
、
会
話
文
や
中
国
の
文
献
を
引
用
す
る
際
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
昔
」
と
い
う
語
が
、『
霊
異
記
』
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ

て
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
、
本
稿
で
は
検
討
し
た
い
。

二
．「
昔
」
と
「
古
」

ま
ず
、『
霊
異
記
』
に
お
い
て
、「
昔
」
と
い
う
字
は
ど
の
よ
う
に
訓
ま
れ
て

い
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。『
霊
異
記
』
の
現
存
す
る
最
古
の
写
本
興

福
寺
本
に
は
訓
釈
が
つ
い
て
お
り
、
一
部
当
時
の
訓
み
が
わ
か
る
語
も
存
在
す

る
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
「
昔
」
と
い
う
語
に
は
訓
釈
が
つ
い
て
い

な
い
。
築
島
裕
氏
の
『
訓
点
語
彙
集
成
』
を
確
認
す
る
と
、「
昔
」
と
い
う
字

を
「
む
か
し
」
と
訓
ん
だ
と
お
ぼ
し
き
最
初
の
例
は
、
成
立
八
三
〇
年
ご
ろ
の

『
観
弥
勒
上
生
兜
率
天
経
贊
』
の
写
本
に
見
え
る
（
３
）。
ま
た
、『
万
葉
集
』
に
は
万

葉
仮
名
に
よ
る
「
牟
可
之
」（
巻
十
五
・
三
六
九
五
、
巻
二
十
・
四
四
八
三
）

な
ど
の
用
例
が
見
え
、
ま
た
和
歌
に
お
け
る
音
数
か
ら
「
昔
」
や
「
昔
者
」
を

「
む
か
し
」
と
訓
む
べ
き
例
も
多
く
、
古
代
か
ら
「
む
か
し
」
と
い
う
和
語
の

あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。『
霊
異
記
』
の
成
立
年
代
は
弘
仁
年
間
（
八
一

〇
〜
八
二
四
）
で
あ
る
か
ら
、『
霊
異
記
』
成
立
の
こ
ろ
に
は
、「
昔
」
を
「
む

か
し
」
と
よ
ん
で
い
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、「
昔
」
の
用
例
を
検
討
す
る
前
に
、同
じ
く
過
去
を
表
す
「
い
に
し
へ
」

と
「
昔
」
の
違
い
を
確
認
し
た
い
。「
い
に
し
え
」
と
「
む
か
し
」
に
関
す
る
『
日

本
国
語
大
辞
典
』
の
語
誌
を
確
認
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
（
４
）。

「
い
に
し
え
」
は
、「
往
に
し
方
」
の
原
義
が
示
す
よ
う
に
、「
時
間
的
」

に
も
の
を
と
ら
え
る
場
合
に
用
い
て
「
今
」
と
連
続
的
に
と
ら
え
ら
れ
る

の
に
対
し
て
、「
む
か
し
」
は
、
そ
の
よ
う
な
「
過
ぎ
去
る
」
と
い
う
時

間
的
経
過
の
観
念
が
無
く
、「
今
」
と
は
対
立
的
に
過
去
を
と
ら
え
る
場

合
に
用
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
む
か
し
（
昔
）」
と
い
う
語
が
、
現
在
か
ら
隔
た
り
の
あ
る

過
去
を
示
し
、「
い
に
し
へ
」
は
、
連
続
し
た
過
去
を
示
す
と
い
う
の
が
通
説

と
な
っ
て
い
る
。

最
初
に
、「
い
に
し
へ
」
の
例
を
『
霊
異
記
』
内
で
確
認
し
て
お
こ
う
。「
い

に
し
へ
」
が
、
一
般
的
に
、「
古
」
と
い
う
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
と
い
う
点
を

て
が
か
り
に
、『
霊
異
記
』
に
お
い
て
、「
古
」
と
い
う
字
で
時
を
表
す
例
を
以

下
に
挙
げ
る
。

【
資
料
一
】『
霊
異
記
』
に
お
け
る
、
時
に
関
わ
る
「
古
」
の
用
例

ａ
今
呼w
雷
崗q
〔
在w

古
京
小
治
田
宮
之
北q

者
〕、（
上
・
一
）

ｂ
所p

謂　
　
　
名
為w

雷
崗q

語
本
是
也
、（
上
・
一
）（
※
国
会
図
書
館
本

古
時



『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
昔
」

八
三

お
よ
び
新
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
「
古
京
時
」。）

ｃ
往
古
已
後
、
莫p

過w

斯
奇a

（
中
・
十
五
）

ｄ
往
古
今
来
、
未w

都
見
聞a

是
亦
我
聖
朝
奇
異
事
矣
、（
下
・
三
十
一
）

ａ
は
、
小
子
部
栖
軽
が
雷
神
を
迎
え
た
雷
崗
を
割
注
で
説
明
し
た
部
分
で
あ

り
、「
古
京
」
と
は
、
推
古
天
皇
の
御
世
の
飛
鳥
小
墾
田
宮
を
指
す
。
過
去
を

示
す
表
現
で
あ
る
が
、「
古
」
単
独
で
な
く
、「
古
京
」
と
い
う
熟
語
を
用
い
た

表
現
に
な
っ
て
い
る
。
ｂ
の
用
例
は
、
ａ
と
同
じ
上
巻
第
一
縁
に
お
け
る
用
例

で
あ
る
。
説
話
末
尾
に
お
い
て
、
雷
崗
の
地
名
起
源
を
語
っ
た
こ
と
を
明
言
し

て
い
る
。『
霊
異
記
』
最
古
の
写
本
興
福
寺
本
で
は
「
古
時
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

国
会
図
書
館
本
で
は
「
古
京
時
」
と
な
っ
て
お
り
、
異
同
が
み
ら
れ
る
箇
所
で

あ
る
。
諸
注
校
訂
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
ａ
と
同
様
に
飛

鳥
京
の
時
代
を
指
し
示
す
表
現
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
過
去
の
時
間
を
表
す
表

現
だ
が
、
こ
れ
は
霊
異
が
生
じ
た
時
を
表
す
も
の
で
な
い
の
で
、
各
説
話
の
冒

頭
の
「
昔
」
ほ
ど
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
な
い
と
い
え
る
。
ｃ
、
ｄ
は
、

「
往
古
」
と
書
き
、「
い
に
し
へ
」
と
訓
む
可
能
性
が
高
い
。
な
ぜ
な
ら
、
真
福

寺
本
下
巻
第
三
十
一
縁
の
訓
釈
（
ｄ
）
に
「
イ
ニ
シ
ヘ
」
と
見
ら
れ
る
の
で
、

古
く
か
ら
か
ら
「
い
に
し
へ
」
と
訓
ま
れ
て
き
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
か
ら
だ
。

ｃ
、
ｄ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
の
内
容
を
う
け
て
、「
こ
れ
ま
で
に
こ
の
よ
う

な
不
思
議
な
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、

こ
こ
の
「
い
に
し
へ
」
は
、
霊
異
の
不
思
議
さ
を
強
調
す
る
表
現
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
過
去
を
概
観
し
て
の
感
想
な
の
で
、

先
ほ
ど
挙
げ
た
辞
書
の
定
義
に
あ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ｂ
と
同
様
に
説
話
内
容

の
時
間
に
は
関
係
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、『
霊
異
記
』
で
の
「
古
」
と
い
う
語
を
用
い
た
表
現
は
、
継

続
し
た
過
去
を
表
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
説
話
の
霊

異
を
表
す
た
め
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
を
よ
り
詳
細
に
語
っ
た
り
、
強
調
す
る

た
め
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
昔
」
と
「
い
に
し
へ
」
の
違
い
を
以
上
の
よ
う
に
確
認
し
た
上
で
、『
霊
異

記
』
に
お
い
て
「
昔
」
が
ど
の
よ
う
に
説
話
を
表
現
し
て
い
た
か
を
考
え
た
い
。

三
．
説
話
の
時
代
を
示
す
「
昔
」

ま
ず
、『
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
昔
」
の
用
例
を
、
四
つ
に
分
類
す
る
。
Ⅰ

序
文
に
お
け
る
用
例
、
Ⅱ
各
説
話
の
冒
頭
に
お
い
て
説
話
の
時
代
を
示
す
用
例
、

Ⅲ
説
話
内
で
過
去
の
時
を
示
す
用
例
、
Ⅳ
引
用
文
に
お
け
る
用
例
、
で
あ
る
。

Ⅳ
の
引
用
は
、
説
話
末
尾
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
の
経
典
や
類
書
、
仏

教
説
話
集
の
引
用
の
際
に
用
い
ら
れ
る
。『
霊
異
記
』
で
は
、
採
録
さ
れ
て
い

る
説
話
と
同
じ
内
容
の
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
書
物
に
み
え
る
こ
と
を
示
す
こ
と

で
、
因
果
の
理
を
よ
り
強
調
す
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
で
は
、
こ
の
引
用
に

お
け
る
「
昔
」
の
用
法
は
、
中
国
文
献
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
表

現
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
見
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
序
文
に
お
け
る
用
例
は
、
以
下
の
二
例
だ
が
、
今
回
は
説
話
を
中
心

に
検
討
を
試
み
た
い
の
で
、
提
示
す
る
に
と
ど
め
る
。



八
四

【
資
料
二
】
Ⅰ
序
文
に
お
け
る
「
昔
」
の
用
例

ア
．
昔
漢
地
造w

冥
報
記a

大
唐
国
作w

般
若
験
記a

（
上
・
序
）

イ
．
昔
有w

一
比
丘a

住p

山
坐
禅
、
毎w

斎
食
時a

折p

飯
施p

烏
、（
下
・
序
）

そ
れ
で
は
、
Ⅱ
の
用
例
を
確
認
し
て
み
た
い
。

【
資
料
三
】
Ⅱ
各
説
話
の
冒
頭
部
分
に
お
い
て
説
話
の
時
代
を
示
す
「
昔
」

の
用
例

ウ
．
昔
欽
明
天
皇
〔
是
磯
城
嶋
金
刺
宮
食p

国
天
皇
天
国
押
開
広
庭
命
也
〕

御
世
、
三
乃
国
大
乃
郡
人
、（
上
・
二
）

エ
．
昔
敏
達
天
皇
〔
是
磐
余
訳
語
田
宮
食p
国
渟
名
倉
太
玉
敷
命
也
〕
御
世
、

尾
張
国
阿
育
知
郡
片

里
、（
上
・
三
）

オ
．
大
和
国
添
上
郡
山
村
中
里
、
在
昔
有w

椋
家
長
公z

（
上
・
十
）

　
（
※
「
在
昔
有
」
の
字
を
興
福
寺
本
は
「
有
昔
云
」
と
す
る
が
、
国
会
図

書
館
本
、
群
書
類
従
本
は
、「
昔
有
在
」
と
す
る
。）

カ
．
昔
故
京
時
、
有w

一
愚
人a

（
上
・
十
五
）

キ
．
昔
大
和
国
葛
木
上
郡
、
有w

一
持p

経
人a

（
上
・
十
八
）

ク
．
昔
山
背
国
、
有w

一
自
度a

姓
名
未p

詳
也
、
常
作p

碁
為p

宗
、（
上
・

十
九
）

ケ
．
昔
河
内
国
、
有w

販
之
人a

名
曰w

石
別q

也
、（
上
・
二
十
一
）

コ
．
其
里
人
云
、
昔
於w

此
寺
辺a

有w

賢
婦a

姓
名
不p

伝
焉
、（
上
・
三

十
三
）

サ
．
紀
伊
国
安
諦
郡
信
部
寺
之
前
、　　
有w

一
家a

（
上
・
三
十
四
）

昔

こ
れ
ら
を
概
観
す
る
と
、「
昔
」
の
語
を
冒
頭
に
据
え
置
き
、
漠
然
と
し
た

時
代
を
示
す
例
は
オ
、
キ
、
ク
、
ケ
、
コ
、
サ
で
あ
る
。
コ
は
会
話
文
の
中
の

用
例
だ
が
、
こ
こ
の
部
分
に
し
か
時
間
の
記
述
が
見
ら
れ
な
い
の
で
、
説
話
の

時
制
を
表
す
語
と
し
て
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
説
話
の
冒
頭
で
の
用
法
に
つ

い
て
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
は
、「
古
く
か
ら
の
伝
承
で
実
際
に
あ
っ
た
こ
と

だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
」
の
に
「
昔
」
が
用
い
ら
れ
た
と
説
明
し
て
い
る
（
５
）。

「
昔
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
（
６
）。
特
に
、

上
代
文
献
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
西
郷
信
綱
氏
の
論
は
貴
重
で
あ
る
。
西
郷

氏
は
、「
物
語
や
昔
話
の
「
昔
」
は
歴
史
的
時
間
の
中
に
あ
る
。
も
っ
と
正
確

に
い
え
ば
、
そ
れ
は
歴
史
的
時
間
の
な
か
で
自
覚
さ
れ
た
、
そ
し
て
、「
今
」

と
は
直
接
的
に
は
か
か
わ
ら
ぬ
向
う
側
の
過
去
で
あ
る
」
と
定
義
づ
け
る
。
そ

し
て
、
物
語
や
昔
話
と
神
話
は
別
の
種
類
の
も
の
と
み
な
し
、
神
話
の
世
界
は

無
時
間
的
で
あ
り
、
神
話
は
現
代
の
諸
関
係
を
正
当
化
す
る
役
割
を
も
つ
と
述

べ
る
（
７
）。
西
郷
氏
は
、
神
話
と
比
較
し
て
、
昔
話
や
王
朝
の
物
語
を
「
興
味
本
位

の
虚
構
の
文
芸
」
と
述
べ
る
が
、
そ
こ
に
役
割
を
見
出
さ
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。「
昔
物
語
は
か
た
が
た
世
の
あ
り
さ
ま
を
知
り
、
処
世
の
術
を
身
に
つ

け
る
方
便
で
も
あ
っ
た
」
と
し
、「
仏
法
が
説
教
の
方
便
に
と
り
あ
げ
た
の
は
、

昔
話
の
こ
う
し
た
教
訓
的
機
能
に
目
を
付
け
た
も
の
」
と
説
い
て
い
る
（
８
）。
こ
の

教
訓
的
機
能
こ
そ
が
、『
霊
異
記
』
の
仏
教
の
因
果
の
理
を
語
る
こ
と
に
つ
な

が
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
西
郷
氏
の
論
と
同
様
の
論
理
を
用
い
て
「
風
土
記
」
の
「
昔
」

を
検
討
し
た
例
に
、
松
本
直
樹
氏
の
論
が
あ
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
大
原
郡
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阿
用
郷
条
目
一
つ
の
鬼
の
話
に
出
て
く
る
「
昔
」
に
関
し
て
松
本
氏
は
、

「
昔
」（
イ
ニ
シ
ヘ
と
は
異
な
る
）
で
始
ま
り
、
い
ず
れ
も
名
前
の
な
い

父
母
と
子
と
、
神
で
も
な
い
鬼
と
の
物
語
は
、
現
在
の
社
会
（
地
名
を
含

む
）
に
責
任
と
規
制
力
を
有
す
る
神
話
で
は
既
に
な
く
、「
む
か
し
男
あ

り
け
り
」「
む
か
し
む
か
し
或
る
所
に
」
と
い
っ
た
物
語
や
昔
話
へ
の
傾

斜
を
見
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
加
速
さ
せ
た
の
が
古
老
と
い
う
外
部
の
目

線
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

と
述
べ
て
い
る
（
９
）。
つ
ま
り
、「
昔
」
と
い
う
語
は
、「
今
」
に
影
響
を
及
ぼ
し
、

責
任
を
有
す
る
「
い
に
し
へ
」
と
は
異
な
り
、
現
在
と
乖
離
し
責
任
の
な
い
語

で
あ
る
と
し
た
の
だ
。「
風
土
記
」
の
な
か
に
「
昔
」
と
い
う
語
は
多
く
み
ら

れ
る
が
、
五
風
土
記
の
な
か
で
も
成
立
が
遅
い
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
み
ら
れ

る
唯
一
の
「
昔
」
の
用
例
が
、「
昔
」
の
特
色
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
の
は
、

注
目
に
値
す
る
。

以
上
の
論
を
う
け
て
考
え
て
み
る
と
、『
霊
異
記
』
説
話
冒
頭
に
お
け
る

「
昔
」
と
は
、
歴
史
的
事
柄
を
語
る
上
で
、「
今
」
と
隔
離
さ
れ
た
一
定
の
期
間

を
切
り
取
り
、
そ
れ
を
い
く
つ
も
語
る
こ
と
で
、
神
話
と
は
異
な
る
説
教
的
方

法
で
、
仏
教
の
権
威
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
手

法
か
ら
、
編
者
景
戒
が
、「
今
」
と
は
か
け
離
れ
た
「
昔
」
か
ら
同
じ
よ
う
な

現
象
が
何
度
も
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
提
示
し
、
仏
教
の
論
理
を
よ
り
明
確
に

印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

一
方
、
ウ
、
エ
、
カ
の
用
例
は
「
昔
」
一
字
で
過
去
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。

「
昔
＋
時
代
表
記
」
で
時
代
を
示
し
て
い
る
。「
欽
明
天
皇
御
世
」、「
敏
達
天
皇

御
世
」、「
故
京
時
」
で
十
分
に
時
代
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
な
ぜ

「
昔
」
を
つ
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
時
代
提
示
形
式
は
、
実
は
「
風

土
記
」
に
も
見
ら
れ
、
秋
本
吉
郎
氏
が
こ
の
表
記
に
関
し
て
言
及
し
て
い
る
。

秋
本
氏
は
、「
風
土
記
」
に
お
け
る
「
昔
＋
何
天
皇
之
世
」
の
三
つ
の
用
例

に
着
目
す
る
。
そ
し
て
、「
何
天
皇
之
世
」
と
い
う
用
例
の
多
く
が
、
天
皇
ま

た
は
大
和
朝
廷
に
関
連
す
る
事
象
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、「
過
去
事

象
の
一
般
的
な
時
の
表
示
方
式

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
は
「
昔
」
と
記
す
の
が
唯
一
の
も
の
で

あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
何
天
皇
之
世
」
は
過
去
事
象
が
天
皇
（
大
和
朝

廷
）
に
關
聯
す
る
と
い
ふ
特
定
な
事
象
に
つ
い
て
の
時
の
表
示
方
式

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
あ

り
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
勿
論
一
般
的
な
過
去
表
示
の
「
昔
」
の
中
に

屬
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。「
昔
、
何
天
皇
之
世
」
と
い
ふ
二
重
の
時
の
表
示
の

如
く
見
え
る
も
の
は
、
右
の
意
味
で
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、「
昔
」
の

時
を
細
分
指
示
す
る
「
何
天
皇
之
世
」
の
意
味
の
も
の
で
は
な
い
。」
と
結
論

づ
け
る
）
10
（

。
な
お
、
秋
本
氏
は
、『
霊
異
記
』
の
「
何
天
皇
之
世
」
の
用
例
に
も

触
れ
て
い
る
が
、『
霊
異
記
』
成
立
時
代
に
は
、
大
和
朝
廷
の
中
央
集
権
が
不

動
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
た
め
、『
霊
異
記
』
に
お
い
て
、
天
皇
や
朝
廷
・
政

治
に
関
係
の
な
い
記
事
に
「
何
天
皇
之
世
」
の
表
記
が
使
用
さ
れ
て
い
て
も
、

認
容
看
過
し
て
よ
い
と
判
断
し
て
い
る
）
11
（

。

こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
過
去
の
「
昔
」
と
「
何
天
皇
之
世
」
と
を
記
す
「
風

土
記
」
の
表
記
方
法
は
、
天
皇
や
大
和
朝
廷
と
の
関
わ
り
の
深
さ
に
お
い
て
違

い
は
あ
る
も
の
の
、
表
記
方
法
の
一
つ
と
し
て
『
霊
異
記
』
に
引
き
継
が
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ウ
、
エ
で
天
皇
の
和
風
諡
号
が
割
り
注
で
示
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さ
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。『
霊
異
記
』
内
で
は
天
皇
の
称
号
表
記
は

多
少
ゆ
れ
が
あ
る
が
、「
風
土
記
」
以
来
の
時
代
表
記
方
法
を
採
用
し
て
い
る

部
分
に
か
ぎ
っ
て
、
や
は
り
「
風
土
記
」
と
同
様
の
和
風
諡
号
が
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
、「
風
土
記
」
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
有
力
な
証
拠
と
な
る
だ

ろ
う
。

ま
た
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
カ
〜
サ
の
例
を
見
る
と
、「
昔
」
と
い

う
用
字
を
使
っ
て
説
話
の
時
代
を
示
す
も
の
は
、
上
巻
に
し
か
み
ら
れ
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
が
既
に
指
摘

し
て
い
る
）
12
（

。

で
は
、
景
戒
は
ど
こ
ま
で
の
期
間
を
「
昔
」
と
定
め
た
の
か
。
上
巻
に
収
録

さ
れ
て
い
る
説
話
の
設
定
年
代
は
、
雄
略
天
皇
か
ら
聖
武
天
皇
に
い
た
る
約
三

百
年
間
で
あ
る
。
ち
な
み
に
中
巻
は
聖
武
天
皇
か
ら
淳
仁
天
皇
の
約
四
十
年
間
、

下
巻
は
称
徳
天
皇
か
ら
嵯
峨
天
皇
ま
で
の
約
五
十
年
間
の
話
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
天
皇
代
の
区
切
り
を
意
識
し
て
眺
め
て
み
る
と
、
上
巻
の
大

半
が
平
城
京
以
前
の
天
皇
の
話
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
昔
」
が
付

加
さ
れ
て
い
る
天
皇
の
御
世
も
、
欽
明
天
皇
、
敏
達
天
皇
と
い
っ
た
平
城
京
の

時
代
よ
り
は
る
か
過
去
の
天
皇
の
御
世
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
弘
仁
年
間
か
ら

百
年
以
上
前
の
遷
都
と
い
う
一
大
行
事
を
時
代
の
画
期
と
し
、「
昔
」
を
定
め

る
基
準
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

思
う
に
、『
霊
異
記
』
に
お
い
て
「
昔
」
と
い
う
語
は
、
平
城
京
以
前
を
指

す
用
語
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
用
例
カ
の

「
故
京
」
は
、
先
ほ
ど
の
「
古
京
」
と
同
義
で
、
平
城
京
以
前
の
飛
鳥
・
藤
原

京
を
指
す
と
諸
注
は
指
摘
し
て
い
る
。「
昔
」
と
「
故
京
」
が
組
み
合
わ
さ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
も
こ
の
推
測
は
妥
当
だ
ろ
う
。

四
．
説
話
内
で
の
過
去
を
示
す
「
昔
」

次
に
、説
話
内
に
お
い
て
過
去
の
時
を
示
す
例
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。『
日

本
国
語
大
辞
典
』
は
「
む
か
し
」
の
派
生
的
な
意
味
と
し
て
、「
生
前
、
前
世
」

の
意
を
認
め
て
い
る
が
）
13
（

、
こ
の
用
法
は
、
ま
さ
に
こ
の
Ⅲ
の
用
例
に
見
ら
れ
る
。

【
資
料
四
】
Ⅲ
説
話
内
で
過
去
の
時
を
示
す
「
昔
」
の
用
例

★
シ
．万
侶
怪
而
問
之
、答
、
昔
吾
与p

兄
共
行w

交
易a

吾
得w

銀
卌
斤
許a

時
兄
妬
忌
、
殺p

吾
取p

銀
、（
上
・
十
二
）

★
ス
．
于p

時
夢
見
、
有p

人
曰
、
汝
昔
先
身
、
生w

在
伊
予
国
別
郡

部
猴

子q

時
、（
上
・
十
八
）

▼
セ
．
居p

床
而
瞻
言
、
若
死
昔
我
子
霊
矣
、（
上
・
十
八
）

★
ソ
．
王
詔w

広
国q

曰
、
今
召p

汝
者
、
依w

汝
妻
憂
申
之
事a

即
召w

一
女a

見
之
昔
死
妻
、（
上
・
三
十
）

◆
タ
．
三
野
国
片
県
郡
小
川
市
、
有w

一
力
女a

為
人
大
也
、
名
為w

三
野
狐q

〔
是
昔
三
野
国
狐
為p

母
生
人
之
四
継
孫
也
〕、（
中
・
四
）

◆
チ
．
時
尾
張
国
愛
智
郡
片
輪
里
、
有w

一
力
女a

為
人
少
也
〔
是　
　
有w

元
興
寺q

道
場
法
師
之
孫
也
〕、（
中
・
四
）

▼
ツ
．
我　
　
先
世
、
偸w

用
子
物a

所
以
今
受w

牛
身a

以
償w

其
債a

昔

昔
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（
中
・
十
五
）

　

テ
．
大
倭
国
平
群
郡
鵤
村
岡
本
尼
寺
、
観
音
銅
像
有w

十
二
体q

〔
昔
少

墾
田
宮
御p

宇
天
皇
世
、
上
宮
皇
太
子
所p

住
宮
也
、〕（
中
・
十
七
）

　

ト
．
優
婆
夷
、
欲p

買w

彼
経a

遣p

使
而
還
、
開p

経
見
之
、
彼
優
婆
夷
、

昔
時
奉p
写
梵
網
経
二
巻
心
経
一
巻
也
、（
中
・
十
九
）

◆
ナ
．
久
玖
利
之
妻
、
有w

同
国
愛
知
郡
片

里
之
女
人q

〔
是
昔
有w

元
興

寺a

道
場
法
師
之
孫
也
、〕（
中
・
二
十
七
）

▼
ニ
．
買w

花
香
油a

而
以
参e
往
於w

丈
六
仏
前a

奉
白
之
言
、
我
昔
世
、

不p

修w

福
因a

（
中
・
二
十
八
）

▼
ヌ
．
汝
昔
先
世
、
負w

彼
之
物a
不w
償
納q

故
、
今
成w

子
形a

徴p

債
而

食
、（
中
・
三
十
）

▼
ネ
．
是
昔
物
主
、（
中
・
三
十
）（
※
ヌ
の
続
き
）

　

ノ
．
昔
諾
楽
宮
廿
五
年
治w

天
下q

勝
宝
応
真
聖
武
太
上
天
皇
之
御
世
、

（
下
・
三
十
九
）

※ 

★
…
生
前
の
意
。　

▼
…
前
世
の
意
。　

◆
…
霊
異
記
内
の
時
間
軸
に
関

わ
る
表
現
。

ネ
で
は
、
髑
髏
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
物
の
生
前
を
語
る
際
に
「
昔
」
と
い

う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
他
に
も
あ
る
。
ま
た
、
ソ
の
例

で
は
、
膳
臣
広
国
が
冥
界
に
行
き
、
そ
こ
で
死
ん
だ
妻
を
、「
昔
死
妻
」
と
表

現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、「
昔
」
は
、
生
前
の
時
を
表
す
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

セ
は
、
修
行
中
の
人
物
が
ど
う
し
て
も
法
華
経
の
一
字
を
覚
え
ら
れ
ず
、
そ

の
理
由
が
前
世
の
行
動
に
あ
る
と
発
覚
す
る
場
面
に
「
昔
」
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
セ
の
説
話
内
に
は
、
も
う
一
カ
所
「
昔
」
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
主
人

公
が
夢
の
中
で
、
あ
る
人
に
自
分
の
前
世
を
教
え
て
も
ら
う
場
面
で
あ
る
。

他
に
前
世
を
示
す
例
は
、
ツ
、
ニ
、
ヌ
、
ネ
で
あ
る
。
ツ
で
は
、
高
橋
連
東

人
が
母
が
牛
に
な
っ
た
理
由
を
知
る
話
に
「
昔
」
の
字
が
使
わ
れ
る
。

ニ
の
用
例
で
は
、
貧
し
い
女
性
の
大
安
寺
の
大
仏
へ
の
祈
り
の
言
葉
に
、

「
昔
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ニ
の
用
例
は
「
昔
世
」
と
い
う
熟
語
表
現

に
な
っ
て
い
る
。
同
様
の
前
世
の
用
法
で
あ
る
ツ
、
ヌ
で
は
、「
昔
」
と
「
先
世
」

を
組
み
合
わ
せ
て
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
使
い
方
を
す
る
こ
と
で
、
単

な
る
歴
史
時
間
軸
の
昔
で
は
な
く
、
前
世
を
示
す
「
昔
」
と
い
う
用
法
を
提
示

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

ヌ
、
ネ
の
例
で
あ
る
中
巻
第
三
十
縁
で
は
、
行
基
の
説
法
を
聞
い
て
い
た
女

の
赤
子
が
泣
い
た
理
由
が
、
女
の
前
世
に
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
時
に
「
昔
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

タ
、
チ
、
ナ
は
割
注
の
用
例
で
あ
る
。
こ
の
割
注
で
語
ら
れ
る
内
容
は
、『
霊

異
記
』
内
で
の
「
昔
」
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。
タ
は
上
巻
第
二
縁
に
出
て
き
た

三
野
狐
の
話
の
内
容
を
、
チ
、
ナ
で
は
上
巻
第
三
縁
の
道
場
法
師
の
説
話
を
、

そ
れ
ぞ
れ
「
昔
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
の
仕
方
は
、『
霊

異
記
』
内
に
統
一
し
た
時
間
意
識
や
歴
史
を
存
在
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

テ
、
ノ
は
用
例
Ⅱ
と
同
様
に
、
歴
史
を
示
す
方
法
で
あ
ろ
う
。
ノ
の
用
例
は
、

聖
武
天
皇
の
時
代
の
記
事
で
あ
り
、
平
城
京
以
前
の
時
を
表
す
使
用
法
か
ら
外

れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
が
、
下
巻
第
三
十
九
縁
は
、
追
補
記
事
で
あ
る
と
い



八
八

う
説
が
有
力
で
あ
る
た
め
、
こ
の
縁
は
例
外
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
説
話
内
で
時
代
を
語
る
用
例
に
も
、
景
戒
の
歴
史
観
が
垣
間

見
え
る
。
Ⅲ
の
用
例
は
中
巻
に
多
い
が
、
中
巻
は
主
に
聖
武
朝
の
出
来
事
で
あ

り
、ノ
は
例
外
と
し
て
も
、タ
、チ
、テ
、ナ
の
用
例
は
、説
話
の
内
容
と
、「
昔
」

を
使
っ
て
示
す
内
容
と
で
は
、
時
制
の
上
で
は
隔
た
り
が
あ
る
。

ま
だ
検
討
し
て
い
な
い
ト
の
用
例
は
、
閻
魔
大
王
に
よ
っ
て
冥
界
に
呼
ば
れ

た
優
婆
夷
が
、
冥
界
か
ら
戻
っ
た
あ
と
、
冥
界
に
行
く
前
に
自
分
が
書
き
写
し

た
経
典
を
、
偶
然
市
で
発
見
す
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
蘇
生
記
事
で
の
用
例

で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
「
死
」
と
い
う
断
絶
が
み
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
昔
」
を
説
話
内
で
使
用
す
る
際
に
は
、
登
場
人
物
の
生

前
も
し
く
は
前
世
の
こ
と
を
表
し
て
い
た
。
例
外
の
場
合
で
も
、
蘇
生
前
の
出

来
事
を
指
し
て
お
り
、「
死
」
と
い
う
大
き
な
断
絶
の
前
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、『
霊
異
記
』
の
「
昔
」
と
は
、
歴
史
の
軸
に
お
い
て
も
、
人
生
や

輪
廻
転
生
の
軸
に
お
い
て
も
、
か
な
り
の
断
絶
を
意
識
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

五
．
引
用
文
に
お
け
る
「
昔
」

最
後
に
、
Ⅳ
『
霊
異
記
』
の
引
用
文
に
お
け
る
「
昔
」
の
用
例
を
検
討
し
た

い
。

【
資
料
五
】
Ⅳ
『
霊
異
記
』
の
引
用
文
に
お
け
る
「
昔
」
の
用
例

 

※
出
典
に
傍
線
を
付
し
て
あ
る
。

ハ
．
如w

顔
氏
家
訓
云a

昔
江
陵
劉
氏
、
以p

売w

鱓
羹q

為p

業
、
後
生w

一

児a

頭
具
是
鱓
、
自p

頸
以
下
、
方
為w

人
身q

者
、
其
斯
謂
之
矣
、（
上
・

十
一
）

ヒ
．
如w

鼻
奈
耶
経
説a

迦
留
陀
夷
、
昔
作w

天
祀
主a

由p

殺w

一
羊a

今

雖p

作w

羅
漢a

而
後
得w

怨
報a

於w

婆
羅
門
之
妻q

所p

殺
云
々
（
中
・
五
）

フ
．
如w

経
説a

昔
仏
与w

阿
難a

自w

墓
辺q

而
過
、
夫
妻
二
人
、
共
備w

飲

食a

祠p

墓
慕
哭
、
夫
恋p

母
啼
、
妻
詠p

嬰
泣
、
仏
聞w

妻
哭a

出p

音
而
嘆
、

阿
難
白
言
、
以w

何
因
縁a

如
来
嘆
之
、
仏
告w

阿
難a

是
女
先
世
産w

一

男
子a

深
結w

愛
心a

口

w

其
子

a

母
経w

三
年a

倐
得p

病
、
臨w

命
終
時a

撫p

子

p

。
而
斯
之
言
、
我
生
々
世
々
、
常
生
相
之
、
生w

隣
家
女a

終
成w

子
妻a

祠w

白
夫
骨a

而
今
慕
哭
、
知w

本
末
事a

故
我

哭
耳
者
、
其
斯
謂
之
矣
、（
中
・
四
十
一
）

ヘ
．
又
如w

経
説a

昔
有w

人
児a

其
身
甚
軽
、
疾
走
如w

飛
鳥z

父
常
重
愛
、

守
育
如p

眼
。
父
見w

子
軽a

譬
之
而
言
、
善
哉
我
児
、
疾
走
如p

狐
、
其

子
命
終
、
後
生w

狐
身a

（
中
・
四
十
一
）

ホ
．
昔
仏
在p

世
時
、
舎
衛
城
須
達
長
者
之
女
蘇
曼
、
所p

生
卵
十
枚
、
開
成w

十
男a

出
家
皆
得w

羅
漢
果a

（
下
・
十
九
）

マ
．　
　
　
過
去
、
羅

羅
作w

国
王q

時
、
制w

一
独
覚a

不p

令p

乞p

食
、

入p

境
不p
聴
、
七
日
頃
飢
、
依w

此
罪
報a

羅

羅
、
不p

生w

六
年a

在w

母
胎
中q

者
、
其
斯
謂
之
矣
、（
下
・
二
十
四
）

往
昔



『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
昔
」

八
九

ハ
の
用
例
か
ら
見
て
い
こ
う
。
こ
れ
は
、
こ
れ
は
、『
顔
氏
家
訓
』
の
一
節

か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
。
劉
氏
は
、
う
な
ぎ
の
吸
い
物
を
作
る
こ
と
を
生
業
に

し
て
い
た
。
後
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
が
、
頭
が
う
な
ぎ
の
形
を
し
て
、
体
が

人
間
の
形
を
し
て
い
る
子
だ
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
以
下
に
『
顔
氏
家
訓
』

の
該
当
箇
所
を
挙
げ
て
、
確
認
し
て
み
た
い
。

○ 

江
陵
劉
氏
、
以p
売w
鱓
羮q

為p

業
。
後
生w

一
児z

頭
是
鱓
。
自p

頸
以
下
、

方
為p

人
耳
。（『
顔
氏
家
訓
』
巻
第
五　

帰
心
第
十
六
）

用
字
の
相
違
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
内
容
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、『
顔
氏
家
訓
』
で
は
、
こ
の
説
話
が
、
い
つ
の
時
代

の
も
の
か
を
明
記
し
て
い
な
い
。

実
は
、
こ
の
部
分
は
仏
教
類
書
の
『
法
苑
珠
林
』
に
も
『
顔
氏
家
訓
』
か
ら

の
引
用
で
同
様
の
一
節
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
霊
異
記
』

が
類
書
を
参
考
に
し
た
こ
と
は
、
諸
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
広
く
類

書
も
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
で
は
『
法
苑
珠
林
』
の
該
当
箇
所
を
見
て
み
よ

う
。○ 

梁
時
江
陵
劉
氏
。
以p

売p

鱓
為p

業
。
後
生w

一
児z

頭
具
鱓
。
自p
頸
以

下
。
方
為p

人
耳
。（『
法
苑
珠
林
』　

巻
第
七
十
三　

十
悪
篇
第
八
十
四　

殺
生
部
第
四　

引
證
部
第
二
）

『
法
苑
珠
林
』
で
は
、「
梁
時
」
と
、
時
代
の
表
記
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
。

『
顔
氏
家
訓
』
は
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
の
「
雑
家
」
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

吉
備
真
備
の
『
私
教
類
聚
』
は
『
顔
氏
家
訓
』
を
強
く
意
識
し
て
い
る
と
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
景
戒
が
『
顔
氏
家
訓
』
を
目
に
出
来
た
可
能
性
を
考
え
る
こ
と

は
で
き
る
。
景
戒
が
、『
法
苑
珠
林
』
と
『
顔
氏
家
訓
』
ど
ち
ら
の
書
を
参
照

し
た
か
は
、
判
断
が
つ
き
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
顔
氏
家
訓
』
の
内
容
は
、

『
霊
異
記
』
か
ら
し
て
み
れ
ば
過
去
の
事
で
あ
る
か
ら
、「
昔
」
と
表
記
し
て
も

お
か
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
書
物
を
参
照
し
た
に
せ
よ
、『
顔
氏

家
訓
』
に
み
ら
れ
な
い
「
昔
」
と
い
う
表
記
を
行
っ
て
い
る
点
、『
法
苑
珠
林
』

の
「
梁
時
」
と
い
う
表
記
を
「
昔
」
に
変
え
て
い
る
点
、
ど
ち
ら
も
奇
妙
で
あ

る
。
過
去
を
表
す
部
分
を
、「
昔
」
と
一
律
に
表
記
す
る
法
則
が
、『
霊
異
記
』

に
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
ヒ
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。
引
用
元
は
『
鼻
奈
耶
』
で
あ
る
。

○
尊
者
迦
留
陀
夷
本
造w

何
悪z

今
得w

阿
羅
漢q

故
。
為w

此
婆
羅
門
家

所qp

殺
。
世
尊
告
曰
。
迦
留
陀
夷
往
昔
久
遠
時
。
作w

天
祀
主z

有w

五

百
群
賊z

劫
掠
得p

物
。
持
入w

舍
衞
国z

五
百
群
賊
截w

羊
四
足z

持
来

祠p

天
。
天
祠
主
即
断w

此
羊
命z

爾
時
、
五
百
群
賊
截w

羊
四
足q

者
。
今

祇
桓
塹
中
五
百
群
賊
是
。
時
天
祠
主
断w

羊
命
者z

今
迦
留
陀
夷
是
。
雖

p

得w

阿
羅
漢q

不p

免
宿
対z

（『
鼻
奈
耶
』　

巻
第
九
）

『
鼻
奈
耶
』
で
は
該
当
説
話
が
非
常
に
長
い
の
で
、
関
係
の
あ
る
部
分
の
み

を
挙
げ
た
。『
鼻
奈
耶
』
で
は
、
以
下
の
内
容
を
語
る
。
迦
留
陀
夷
が
、
羅
漢

で
あ
っ
た
時
、
一
人
の
婆
羅
門
に
世
話
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
婆
羅
門
は
死
後
、

息
子
夫
婦
に
迦
留
陀
夷
を
世
話
す
る
よ
う
頼
ん
だ
。
あ
る
日
、
息
子
が
留
守
の

時
、
家
に
五
百
人
の
賊
が
や
っ
て
き
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
に
美
男
子
が
お
り
、

そ
の
賊
と
妻
は
密
通
を
犯
す
。
密
通
が
ば
れ
る
の
を
恐
れ
た
妻
は
賊
に
命
じ
て
、

迦
留
陀
夷
を
殺
さ
せ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
理



九
〇

由
は
、
迦
留
陀
夷
が
過
去
に
天
祀
主
だ
っ
た
と
き
、
五
百
の
人
と
と
も
に
一
匹

の
羊
を
殺
し
、
祀
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。
こ
の
説
話
は
内
容
の
一
部
の
み

を
見
て
も
、『
霊
異
記
』
以
上
に
か
な
り
詳
細
に
説
話
を
示
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
内
容
を
、『
諸
経
要
集
』
は
、
よ
り
省
略
し
た
形
で
掲
げ
る
。

そ
し
て
『
諸
経
要
集
』
と
ほ
ぼ
同
文
の
記
述
が
、『
法
苑
珠
林
』
に
も
見
ら
れ
る
。

○
又
鼻
奈
耶
律
云
。
昔
仏
在
世
時
。
舎
衛
国
中
有w

一
婆
羅
門z

常
供w

養
迦

留
陀
夷
羅
漢
比
丘z
…
中
略
…
迦
留
陀
夷
。
本
造w

何
悪z

為w

婆
羅
門
婦

所qp

殺
耶
。
仏
告w

比
丘z
迦
留
陀
夷
乃
往
過
去
。
作w

大
天
祀
主z

有w

五
百
人z

牽w

其
一
羊q

截w
於
四
足z

将p

詣w

天
祀q

而
共
乞
願
。
祀
主

得w

已
即
便
殺qp

之
。
由p

殺p

羊
故
。（『
諸
経
要
集
』　

巻
第
十
四　

十
悪

部
第
二
十
三　

殺
生
縁
第
一
）

○
又
鼻
奈
耶
律
云
。
昔
佛
在
世
時
。
舎
衛
国
中
有w
一
婆
羅
門z

常
供w

養
迦

留
陀
夷z

…
中
略
…
迦
留
陀
夷
。
本
造w

何
悪z

為w
婆
羅
門
婦
所qp

殺
耶
。

佛
告w

比
丘z

迦
留
陀
夷
乃
往
過
去
。
作w

大
天
祀
主z
有w
五
百
人z

牽w

其
一
羊q

截w

於
四
足z

将p

詣w

天
祀z

而
共
乞
願
。
祀
主
得w
已
即
便

殺qp

之
。（『
法
苑
珠
林
』
巻
第
七
十
三　

十
悪
篇
第
八
十
四　

殺
生
部
第

四　

引
證
部
第
二
）

さ
て
、
迦
留
陀
夷
が
天
祀
主
だ
っ
た
時
を
示
す
表
現
を
確
認
す
る
と
、『
鼻

奈
耶
経
』
は
「
往
昔
久
遠
」、『
諸
経
要
集
』
は
「
乃
往
過
去
」
と
い
う
語
で
過

去
を
表
し
て
お
り
、「
昔
」
で
は
な
い
。『
法
苑
珠
林
』
の
用
字
も
『
諸
経
要
集
』

と
同
様
に
、「
乃
往
過
去
」
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
書
を
景
戒
が
見
て
い

る
に
し
ろ
、
内
容
を
要
約
す
る
際
に
、
意
図
的
に
「
昔
」
の
語
を
使
用
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

フ
、
ヘ
の
経
典
の
引
用
元
は
不
明
で
あ
る
。

次
に
、
ホ
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。
ホ
の
引
用
元
は
、『
賢
愚
経
』
で
あ
る
。

釈
迦
が
存
命
中
の
出
来
事
を
語
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
語
っ
た
と
い
う
の
は
、

須
達
長
者
の
娘
で
あ
る
蘇
曼
が
卵
を
十
個
産
み
、
そ
れ
ら
が
孵
っ
て
、
十
人
の

男
子
が
産
ま
れ
た
と
い
う
奇
異
的
内
容
で
あ
る
。『
賢
愚
経
』
の
記
述
を
以
下

に
掲
げ
る
。
こ
れ
も
元
の
記
事
が
長
い
の
で
、『
霊
異
記
』
と
重
な
る
部
分
の

み
を
掲
げ
る
。

○
如p

是
我
聞
。
一
時
仏
在w

舎
衛
国
祇
樹
給
孤
独
園z

爾
時
須
達
長
者
。

末
下
小
女
。
字
曰w

蘇
曼z

…
中
略
…
後
遂
懐
妊
。
生w

卵
十
枚z

卵
後
開

敷
。
有w

十
男
児z

（『
賢
愚
経
』
巻
十
三
蘇
曼
女
十
子
品
第
五
十
八
）

同
様
の
内
容
が
『
経
律
異
相
』
に
も
あ
る
が
、
釈
迦
の
生
前
と
い
う
時
間
設

定
の
表
記
が
見
ら
れ
な
い
。

○
舎
衛
国
須
達
長
者
。
末
生
小
女
。
字
曰w

蘇
曼z

…
中
略
…
後
遂
懐
妊
生w

十
卵z

卵
後
開
敷
有w

十
男
児z

（『
経
律
異
相
』　

巻
第
三
十
八
優
婆
夷

部
蘇
曼
女
産
十
卵
卵
成
十
男
并
其
住
縁
三
）

前
掲
の
『
賢
愚
経
』
の
「
一
時
」
と
い
う
語
は
、『
大
漢
和
辞
典
』
の
示
す
「
あ

る
と
き
。
か
つ
て
。」
の
意
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
）
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。
こ
の
部
分
で
も
、
景

戒
が
「
昔
」
と
い
う
語
を
好
ん
で
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

最
後
に
マ
の
用
法
を
確
認
し
た
い
。
こ
こ
の
部
分
の
出
典
は
、『
大
智
度
論
』

で
あ
る
。
昔
、
羅

羅
が
前
世
で
国
王
で
あ
っ
た
と
き
に
、
一
人
の
独
覚
を
飢

え
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
原
因
で
、
羅

羅
は
六
年
間
生
ま
れ
る
こ



『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
昔
」

九
一

と
が
で
き
ず
に
、
母
の
胎
内
に
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。『
大
智
度
論
』
の
過

去
を
表
す
語
は
、「
過
去
久
遠
遠
世
時
」
で
あ
り
、「
往
昔
」
と
表
記
す
る
『
霊

異
記
』
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
同
様
の
説
話
内
容
が
、『
経
律
異
相
』
や
『
法

苑
珠
林
』
に
も
見
ら
れ
る
。
以
下
、『
大
智
度
論
』
お
よ
び
同
様
の
内
容
を
含

む
資
料
を
掲
げ
る
。

○
汝
子
羅

羅
。
過
去
久
遠
世
時
曾
作w

国
王z

時
有w

一
五
通
仙
人q

来

入w

王
国z

…
中
略
…
王
入w

宮
中q

六
日
不p

出
。
此
仙
人
在w

王
園
中q

六

日
飢
渇
。
仙
人
思
惟
。
此
王
正
以p

此
治p

我
。
王
過w

六
日q

而
出
辞w

謝

仙
人z

我
便
相
忘
莫p

見p

咎
也
。
以w

是
因
縁q

故
。
受w

五
百
世
三
悪
道

罪z

五
百
世
常
六
年
在w

母
胎
中z
（『
大
智
度
論
』
釋
初
品
中
禅
波
羅
蜜　

第
二
十
八
巻
第
十
七
）

○
羅

羅
過
去
時
。
曾
作w

国
王z

時
有w

一
五
通
仙
人q

来
入w

王
国z

…

中
略
…
王
曰
。
若
必
欲
爾
小
停
待
二
我
入qp

宮
。
入p
宮
六
日
方
出
。
仙

人
飢
渇
。
仙
人
曰
。
恐
王
正
以p

此
治p

我
。
王
出
辞
謝
忘p
去
。
因
是
五

百
世
中
常
六
年
在p

胎
。（『
経
律
異
相
』
巻
第
七
諸
釋
部　

羅

羅
處
胎

六
年
五
）

○
如w

佛
本
行
經
云q

…
中
略
…
羅

往
昔
爲p

王
。
将w

彼
仙
人
入qp

苑
。

六
日
不p

出
。
故
在w

母
胎
止
住
六
歳z

（『
法
苑
珠
林
』
巻
十　

千
仏
篇

第
五　

納
妃
部
第
九　

胎
難
部
第
五
）

○
又
言w

覆
障a

六
年
在p

胎
、
為w

胎
所qp

覆
也
、
又
七
年
在w

母
腹
中a

一

由w

往
業a

二
由w

現
在a

往
業
者
、
昔
曾
作w

国
王a

制
断w

独
覚a

不

p

聴p

入p

境
、
独
覚
在p

山
、
七
日
不p

得p

乞p

食
、
因
墮w

地
獄a

余
報
猶

経
七
年
、
在w

母
胎
中z

（『
一
切
経
音
義
』
巻
二
十
一
大
菩
薩
蔵
経
）

○
智
度
論
云
。
羅
雲
過
去
為p

王
。
六
日
飢w

餓
仙
人z

（『
維
摩
経
義
疏
』

巻
第
三　

弟
子
品
第
三
）

※
『
摩
訶
僧
祇
律
』
巻
第
十
七
、『
仏
本
行
集
経
』
巻
第
五
十
五
に
も
似
た

内
容
の
記
述
が
あ
る
が
、時
に
関
す
る
表
記
は
な
く
、飢
え
さ
せ
た
相
手
は
「
仙

人
」
で
あ
る
。

『
法
苑
珠
林
』
は
、『
霊
異
記
』
と
同
様
の
「
往
昔
」
と
い
う
表
現
を
使
用
し

て
い
る
。
ち
な
み
に
、『
霊
異
記
』
に
お
い
て
「
往
昔
」
と
い
う
表
現
が
み
ら

れ
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。『
霊
異
記
』
は
『
法
苑
珠
林
』
を
参
考
に
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
引
用
元
は
、
大
筋
の
内
容
が
『
霊
異
記
』

の
引
用
部
分
と
一
致
す
る
も
の
の
、
飢
え
さ
せ
た
相
手
が
「
仙
人
」
と
い
う
点

が
異
な
っ
て
い
る
。『
霊
異
記
』
で
は
「
独
覚
」
と
な
っ
て
い
る
。
狩
谷
掖
斎

の
『
日
本
霊
異
記
攷
証
』
に
よ
れ
ば
、
玄
応
の
『
一
切
経
音
義
』
の
記
述
が
一

致
す
る
よ
う
で
あ
る
）
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。
だ
が
、『
一
切
経
音
義
』
の
記
述
で
は
、
母
の
胎
内
に

い
た
年
数
に
違
い
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、『
一
切
経
音
義
』

と
何
か
の
書
物
を
組
み
合
わ
せ
て
『
霊
異
記
』
の
文
章
を
作
成
し
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
成
の
際
に
、「
往
昔
」
と
い
う
「
昔
」
を
含
む
語
を
選

ん
だ
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

概
観
す
る
と
、
景
戒
は
「
昔
」
と
い
う
字
を
好
ん
で
用
い
る
傾
向
に
あ
る
こ

と
が
推
測
で
き
る
。

で
は
、
以
上
の
引
用
文
献
に
見
ら
れ
た
「
一
時
」「
過
去
」
と
い
っ
た
表
現
は
、

さ
か
の
ぼ
っ
た
時
や
時
代
を
表
す
表
現
と
し
て
『
霊
異
記
』
中
で
使
わ
れ
て
い



九
二

る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
『
霊
異
記
』
内
に
お
け
る
「
過
去
」
の
用
例
を
掲
げ

る
。【

資
料
六
】『
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
過
去
」
の
用
例　
　
　

●
…
前
世
の
意
。

○
善
悪
因
果
経
云
、
欲p

知w

過
去
因a

見w

其
現
在
果a

欲p

知w

未
来
報a

見w

其
現
在
業q
者
、
其
斯
謂
之
矣
、（
上
・
十
八
）

●
雖p

見w

畜
生a

而
我　
　
　
父
母
。六
道
四
生
、我
所p

生
家
、故
不p

可
無w

慈
悲q

也
、（
上
・
二
十
一
）

●
行
基
大
徳
携p

子
女
人
視w
過
去
怨q

令p

投p

淵
示w

異
表q

縁
第
卅　

（
中
・
三
十
）

●
覆
思
之
、
猶
是
過
去
怨
、
斯
亦
奇
異
之
事
也
、（
中
・
三
十
三
）

○

瑠
璃
王
、
報w

過
去
怨a

而
殺w

釈
衆
九
千
九
百
九
十
万
人a

以p

怨
報

p

怨
、
々
猶
不p

滅
、（
下
・
二
）

●
往
昔
過
去
、
羅

羅
作w

国
王
時a

制w

一
独
覚a

不p
令p
乞p
食
。
入p

境

不p

聴
、七
日
頃
飢
、依w

此
罪
報a

羅

羅
、不p

生w

六
年a
在w
母
胎
中q

者
、
其
斯
謂
之
矣
、（
下
・
二
十
四
）

○
授w

本
垢q

者
、
過
去
時
本
有
善
種
子
之
煩
悩
所p

覆
、
久
不p

現p

形
、

（
下
・
三
十
八
）

上
巻
第
十
八
縁
、
下
巻
第
二
縁
は
時
を
表
す
表
現
だ
が
、
上
巻
第
十
八
縁
は

『
善
悪
因
果
経
』
の
引
用
で
あ
り
、『
霊
異
記
』
独
自
の
表
現
と
は
言
い
難
い
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
二
つ
は
形
容
詞
的
用
法
で
あ
り
、「
昔
」
の
よ
う

に
時
制
を
表
す
も
の
と
は
少
し
異
な
る
。
そ
れ
以
外
の
上
巻
第
二
十
一
縁
、
中

過
去

巻
第
三
十
縁
、
三
十
三
縁
、
下
巻
第
二
十
四
縁
は
す
べ
て
「
前
世
」
の
意
に
解

し
う
る
も
の
で
あ
り
、
下
巻
第
三
十
八
縁
の
み
が
時
を
表
す
例
に
な
る
。

ま
た
、「
一
時
」
の
用
例
も
み
て
み
よ
う
。

【
資
料
七
】『
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
一
時
」
の
用
例

○
天
年
生
知
、
十
人
一
時
訟
白
之
状
、
一
言
不p

漏
、
能
聞
之
別
、（
上
・
四
）

○
三
日
之
後
、
忽
然
火
起
、
内
外
屋
倉
、
一
時
皆
焚
、（
上
・
二
十
三
）

○
一
時
出
家
、
百
人
倶
得w

阿
羅
漢
果a

（
下
・
十
九
）

『
霊
異
記
』
内
で
は
、
す
べ
て
の
表
現
が
、「
同
時
に
」
と
い
う
意
で
使
用
さ

れ
て
お
り
、
過
去
と
い
う
時
間
軸
を
表
す
表
現
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ち
な
み
に
、「
往
昔
」
の
用
例
は
、
下
巻
第
二
十
四
縁
の
み
で
あ
り
、「
久
遠
」

の
用
例
は
な
い
。

な
お
、『
霊
異
記
』
が
引
用
す
る
経
典
の
文
言
に
は
、
過
去
を
表
す
表
現
は
、

中
巻
第
三
十
二
縁
の
「
宿
」
と
「
往
昔
」
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
先
ほ

ど
、
ウ
、
エ
の
経
典
の
引
用
元
は
不
明
と
の
べ
た
が
、
経
典
の
引
用
の
際
に

「
昔
」
を
用
い
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、
引
用
に
お
け
る
「
昔
」

の
用
例
を
み
て
き
た
。『
霊
異
記
』
で
は
、
過
去
を
表
現
す
る
語
に
お
い
て
も
、

引
用
文
の
語
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
の
で
な
く
、「
昔
」
と
い
う
語
を
使
用
し
、

あ
る
程
度
の
統
一
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。

仏
典
の
内
容
は
、
仏
教
へ
の
理
解
に
お
い
て
、
重
要
な
も
の
と
い
え
る
。
し

か
し
、
仏
教
を
広
め
る
た
め
に
は
、
異
国
の
話
ば
か
り
で
は
効
果
的
と
い
え
な

い
。
そ
こ
で
、
日
本
の
説
話
を
交
え
、
そ
の
上
で
平
城
京
の
時
代
や
生
前
の
こ



『
日
本
霊
異
記
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「
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と
を
語
る
の
と
同
様
に
「
昔
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
仏
典
を
引
用
し
た
。
こ
の

よ
う
に
、
よ
り
仏
典
の
内
容
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
工
夫
を
、
景
戒
は
施

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

六
．
中
国
仏
教
説
話
集
・
上
代
文
献
の
「
昔
」

最
後
に
簡
単
で
は
あ
る
が
、『
霊
異
記
』
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
『
冥
報
記
』

や
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
と
い
っ
た
中
国
の
仏
教
説
話
集
、
お
よ
び
『
古
事

記
』『
日
本
書
紀
』
を
初
め
と
し
た
『
霊
異
記
』
以
前
の
日
本
の
文
献
に
お
け

る
「
昔
」
の
用
法
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
冥
報
記
』
に
は
「
昔
」
の
用
例

が
七
つ
あ
る
。
そ
の
う
ち
、「
昔
」
で
語
り
出
す
例
は
見
ら
れ
ず
、
三
例
が
「
生

前
」
の
意
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
に
「
昔
」

は
三
例
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
昔
」
で
語
り
出
す
用
例
は
序
文
に
し
か
見

い
だ
せ
な
い
。

日
本
の
主
要
文
献
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、『
古
事
記
』
に
は
「
昔
」
の
用

例
は
一
つ
し
か
な
く
、
新
羅
国
主
の
子
で
あ
る
天
之
日
矛
の
話
を
語
る
も
の
で

あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
は
「
昔
」
の
用
例
が
三
十
八
み
ら
れ
る
。
巻
第
十
九

欽
明
天
皇
紀
あ
た
り
か
ら
、
中
国
に
ま
つ
わ
る
こ
と
が
ら
を
「
昔
」
の
字
を

使
っ
て
引
用
す
る
傾
向
も
見
ら
れ
る
）
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。
ま
た
、
周
知
の
と
お
り
、「
風
土
記
」

に
は
、「
昔
」
を
冠
し
て
、
地
名
起
源
を
述
べ
る
記
述
が
多
く
存
在
す
る
。
先

ほ
ど
「
昔
＋
時
代
表
記
」
の
例
で
見
た
よ
う
に
、
明
ら
か
に
『
霊
異
記
』
に
影

響
を
あ
た
え
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、『
続
日
本
紀
』
の
例
を
み

る
と
、
半
数
近
く
が
中
国
の
文
献
を
引
用
す
る
際
に
「
昔
」
の
字
を
用
い
て
い

る
）
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。こ
の
よ
う
な
中
国
仏
教
説
話
集
に
お
け
る
「
生
前
」
と
い
う
用
法
、
お
よ
び

日
本
諸
文
献
の
「
昔
」
で
語
り
始
め
る
用
法
や
中
国
文
献
を
引
用
す
る
用
法
、

『
霊
異
記
』
の
「
昔
」
は
そ
う
し
た
日
中
双
方
の
用
法
を
受
け
継
い
で
い
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

七
．
お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、『
霊
異
記
』
の
「
昔
」
と
い
う
語
に
着
目
し
て
見
て
き
た
。
経

典
か
ら
の
引
用
箇
所
な
ど
か
ら
、『
霊
異
記
』
が
過
去
を
示
す
際
に
「
昔
」
と

い
う
語
を
作
為
的
に
、
好
ん
で
用
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
た
。

『
霊
異
記
』
の
「
昔
」
は
、
そ
の
和
語
と
し
て
の
字
義
ど
お
り
「
今
」
と
「
断
絶
」

し
た
過
去
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
特
に
時
代
に
お
け
る
用
法
で

は
、「
昔
」
は
ほ
ぼ
一
定
し
て
平
城
京
以
前
を
指
す
。
平
安
初
期
に
生
き
た
景

戒
か
ら
す
れ
ば
、
平
城
京
以
前
は
、
相
当
に
時
間
の
隔
た
っ
た
過
去
と
し
て
受

け
止
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
仏
教
を
広

め
よ
う
と
志
す
景
戒
に
は
、
伝
え
た
い
重
要
な
過
去
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
仏

教
の
因
果
応
報
が
説
く
、「
生
前
」
や
「
前
世
」
と
い
っ
た
過
去
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
、
今
生
か
ら
「
断
絶
」
し
た
過
去
を
表
す
の
に
、「
昔
」
は
最
も
都

合
の
よ
い
表
現
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

景
戒
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』「
風
土
記
」
と
い
っ
た
日
本
上
代
文
献



九
四

の
用
法
を
引
き
継
ぎ
、『
冥
報
記
』
な
ど
の
中
国
仏
教
説
話
集
の
用
例
を
享
受

し
な
が
ら
、
和
語
と
し
て
の
「
む
か
し
」
に
も
か
な
う
形
で
、
新
し
い
仏
教
説

話
集
と
し
て
の
過
去
を
描
こ
う
と
試
み
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

（
１
）　

小
泉
道
「
日
本
霊
異
記
と
続
日
本
紀
」（『
万
葉
』
一
四
四　

一
九
九
二
年
九
月
）。

引
用
部
の
傍
線
は
荒
川
が
付
し
た
。

（
２
）　
「
昔
」
を
使
用
す
る
説
話
は
上
・
十
、
上
・
十
八
、
上
・
十
九
、
上
・
二
十
一
、
上
・

三
十
三
、
上
・
三
十
四
。

 
 

時
代
が
不
明
な
説
話
は
、
上
・
四
（
後
半
）、
上
・
七
、
上
・
十
一
、
上
・
十
六
、
上
・

十
七
、
上
・
二
十
、
上
・
二
十
二
、
上
・
二
十
七
、
上
・
二
十
九
、
上
・
三
十
五
、
中
・

八
、
中
・
十
五
、
中
・
二
十
、
中
・
三
十
、
中
・
四
十
、
下
・
一
（
後
半
）。
そ
の
う
ち
、

時
代
が
推
測
で
き
る
も
の
は
、
上
・
七
、
上
・
十
一
、
上
・
十
七
、
中
・
八
、
中
・
四

十
で
あ
る
。

 
 

時
代
表
記
が
あ
い
ま
い
な
説
話
は
、
上
・
十
五
、
上
・
二
十
四
、
中
・
二
十
九
、
下
・

三
十
七
。

（
３
）　

築
島
裕
『
訓
点
語
彙
集
成
』
第
七
巻
（
汲
古
書
院　

二
〇
〇
九
年
一
月
）

（
４
）　

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
、
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部 
編
『
日
本
国

語
大
辞
典
』
第
十
二
巻
「
む
か
し
」
の
項
。（
小
学
館　

二
〇
〇
一
年
十
二
月
）

（
５
）　

中
村
幸
彦
、
岡
見
正
雄
、
阪
倉
篤
義 

編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
第
五
巻
「
む
か
し
」

の
項
。（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
三
月
）

（
６
）　

藤
井
貞
和
「
コ
ト
ノ
モ
ト
・
モ
ト
・
ム
カ
シ
」『
物
語
文
学
成
立
史
：
フ
ル
コ
ト
・

カ
タ
リ
・
モ
ノ
ガ
タ
リ
』（
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
八
七
年
十
二
月
）、
橋
本
雅
之
「
古

風
土
記
が
め
ざ
し
た
も
の
」『
古
風
土
記
の
研
究
』（
和
泉
書
院　

二
〇
〇
七
年
一
月
。

初
出
：「
古
風
土
記
に
お
け
る
過
去
と
現
在
―
古
風
土
記
編
纂
の
視
点
―
」『
古
事
記
年

報
』
四
三
号
、
二
〇
〇
一
年
一
月
、「
古
風
土
記
に
お
け
る
「
古
」
と
「
昔
」」『
風
土

記
研
究
』
二
六
号
、
二
〇
〇
一
年
十
二
月
）、
坂
部
恵
「〈
か
た
り
〉
の
時
間
―
い
ま
は

む
か
し
」『
か
た
り
：
物
語
の
文
法
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫　

二
〇
〇
八
年
二
月
、
弘
文

堂
一
九
九
〇
年
刊
の
再
刊
）、
兵
藤
裕
己
「
平
安
時
代
の
「
物
語
」
と
物
語
文
学
」『
王

権
と
物
語
』（
岩
波
現
代
文
庫　

二
〇
一
〇
年
十
二
月
、
青
弓
社
一
九
八
九
年
刊
の
再
刊
。

初
出
：
小
森
陽
一
ほ
か
編
『
岩
波
講
座　

文
学
３　

物
語
か
ら
小
説
へ
』
岩
波
書
店　

二
〇
〇
二
年
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
７
）　

西
郷
信
綱
「
神
話
と
昔
話
」『
西
郷
信
綱
著
作
集
』
第
三
巻
（
平
凡
社　

二
〇
一
一

年
六
月
、
一
二
〇
、
一
二
一
頁　

初
出
：『
子
ど
も
の
館
』
一
九
七
六
年
四
月
号
）

（
８
）　

西
郷　

前
掲
論
文　

注
（
７
）
一
二
五
頁
、
一
二
七
頁

（
９
）　

松
本
直
樹
『
出
雲
国
風
土
記
注
釈
』（
新
典
社　

二
〇
〇
七
年
十
一
月
、
三
七
〇
頁
）

（
10
）　

秋
本
吉
郎
「
地
名
記
事
の
型
と
そ
の
意
義
」『
風
土
記
の
研
究
』（
大
阪
経
済
大
学
後

援
会　

一
九
六
三
年
十
月
、
九
一
三
頁
）

 
 

秋
本
氏
の
掲
げ
た
用
例
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
 

肥
前
国
者　

本
與w

肥
後
国q　

合
為w

一
国z

昔
者
、
磯
城
瑞
籬
宮
御
宇
御
間
城

天
皇
之
世
、
云
々
。（
肥
前
国
名
、
肥
後
国
名
も
同
様
）

 
 

貽
和
里
舩
丘
北
邊
、
有w

馬
墓
池z

昔
、
大
長
谷
天
皇
御
世
、
云
々
。（
播
磨
・
餝

磨
郡
）

 
 

古
老
曰
、
昔
、
美
麻
貴
天
皇
馭
宇
之
世
、
云
々
。（
常
陸
・
新
治
郡
）

（
11
）　

秋
本
前
掲
論
文　

注
（
10
）
九
〇
八
、
九
〇
九
頁

（
12
）　

小
泉
道
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

日
本
霊
異
記
』（
新
潮
社
、
一
九
八
四
年
十
二

月
、
五
三
頁
頭
注
二
四
）

（
13
）　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
前
掲
注
（
４
）

（
14
）　

諸
橋
轍
次 

著
、
鎌
田
正
、
米
山
寅
太
郎 

修
訂
『
大
漢
和
辞
典
』
修
訂
第
二
版
「
一
時
」

の
項
。（
大
修
館
書
店
）

（
15
）　

狩
谷
掖
斎
『
日
本
霊
異
記
攷
証
』（
与
謝
野
寛
、
正
宗
敦
夫
、
與
謝
野
晶
子
編
纂
校
訂

『
狩
谷
掖
斎
全
集
』
第
二
、
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
六
年
一
月
）

（
16
）　

中
国
の
こ
と
が
ら
を
語
る
用
例
は
、
巻
十
九
に
四
例
、
巻
二
十
五
に
一
例
、
計
五
例

み
ら
れ
る
。

（
17
）　
『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
「
昔
」
の
用
例
は
、
全
部
で
二
十
例
。
中
国
の
こ
と
が
ら
を



『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
昔
」

九
五

語
る
用
例
は
、
巻
一
、
巻
四
、
巻
九
、
巻
二
十
、
巻
二
十
九
、
巻
三
十
三
に
そ
れ
ぞ
れ

一
例
ず
つ
、
巻
六
に
二
例
の
合
計
八
例
み
ら
れ
る
。

 
※
『
日
本
霊
異
記
』
本
文
の
引
用
は
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
出
雲
路
修
校
注　

岩

波
書
店　

一
九
九
六
年
十
二
月
）
に
よ
っ
た
。
割
注
の
部
分
は
、〔　

〕
で
示
す
よ
う

に
し
た
。
な
お
、
本
稿
は
用
字
の
検
討
で
あ
る
た
め
、
適
宜
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ

る
。
ま
た
、
説
話
の
話
数
を
、
略
称
で
記
し
た
箇
所
が
あ
る
。（
た
と
え
ば
、「
上
・
一
」

は
、「
上
巻
第
一
縁
」
の
意
で
あ
る
。）

 

※
『
顔
氏
家
訓
』
の
引
用
は
『
顔
氏
家
訓
集
解
』（
王
利
器
撰　

中
華
書
局　

一
九
九
三
年
）

に
よ
る
。
な
お
、
訓
点
を
付
す
に
あ
た
っ
て
『
顔
氏
家
訓
』（
宇
野
精
一　

明
徳
出
版

社　

一
九
八
二
年
十
月
）
を
参
考
に
し
た
。

 

※
『
一
切
経
音
義
』
の
引
用
は
『
一
切
経
音
義　

中
』（
玄
応
撰　

主
編
：
築
島
裕　

解
題
：

小
林
芳
規　
『
古
辞
書
音
義
集
成
』
第
八
巻　

汲
古
書
院　

一
九
八
〇
年
十
一
月
）
に

よ
っ
た
。
訓
点
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

日
本
霊
異
記
』
を
参
考
に
し
た
。

 

※
そ
の
他
の
経
典
の
引
用
は
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
高
楠
順
次
郎
編
輯　

大
正
一
切
経

刊
行
会
）
に
よ
っ
た
。
訓
点
の
な
い
も
の
は
、『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
註
釋
』（
松

浦
貞
俊
校
注　

大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所　

一
九
七
三
年
六
月
）、『
新
日
本
古
典
文

学
大
系　

日
本
霊
異
記
』
を
参
考
に
訓
点
を
付
し
た
。

 

※
本
稿
は
、
平
成
二
十
四
年
度
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
秋
季
大
会
（
平
成
二
十
四
年
十
二

月
一
日
、
於
早
稲
田
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
席
上
、
ま
た
稿
を

成
す
に
あ
た
り
ま
し
て
、
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。




